
 

一 

○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 

（
検
察
庁
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
中
「
を
以
て
こ
れ
に
」
を
「
（
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た

者
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」

に
改
め
る
。 

 
 

〔
削
る
〕 

   
 

〔
削
る
〕 

         

 

（
検
察
庁
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
中
「
を
以
て
こ
れ
に
」
を
「
を
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
六
項
を
加

え
る
。 

 
 

 

法
務
大
臣
は
、
検
事
正
の
職
を
占
め
る
検
事
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し

た
と
き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
他
の
職
に
補
す
る

も
の
と
す
る
。 

 
 

 

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達

し
た
検
事
正
の
職
を
占
め
る
検
事
に
つ
い
て
、
当
該
検
事
の
職
務
の
遂
行

上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
検
事
を
他
の
職
に
補
す
る
こ
と
に

よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て

法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
準
則
」
と
い

う
。
）
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
検
事
が
年
齢
六
十

三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期

限
を
定
め
、
引
き
続
き
当
該
検
事
に
、
当
該
検
事
が
年
齢
六
十
三
年
に
達

し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。 



  

二 

 
 

〔
削
る
〕 

      
 

〔
削
る
〕 

       
 

〔
削
る
〕 

      
 

〔
削
る
〕 

 

 
 

 

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
期

限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
（
そ
の
範
囲
内
に
定
年
に
達
す
る

日
が
あ
る
検
事
に
あ
つ
て
は
、
延
長
し
た
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
定
年
に

達
す
る
日
ま
で
の
範
囲
内
）
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

法
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
の
職
を
占
め
た
ま
ま
勤

務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
又
は
延
長
を
し
た
検
事
に
つ
い
て
は
、
当
該
期

限
の
翌
日
に
他
の
職
に
補
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

検
事
を
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き

続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
及
び
前
項
の

規
定
に
よ
り
他
の
職
に
補
す
る
に
当
た
つ
て
法
務
大
臣
が
遵
守
す
べ
き
基

準
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
他
の
職
に
補
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項

並
び
に
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日

に
お
い
て
占
め
て
い
た
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
及

び
延
長
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
準
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

法
務
大
臣
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
検
事
を
検
事
正
の
職
に
補

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 



 

三 

 
 

第
十
条
第
一
項
中
「
を
以
て
こ
れ
に
」
を
「
（
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た

者
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」

に
改
め
る
。 

 
 

〔
削
る
〕 

  

〔
削
る
〕 

 

〔
中
略
〕 

  
 

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
条
の
二 

検
察
官
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
十
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

第
二
十
二
条
中
「
検
事
総
長
」
を
「
検
察
官
」
に
改
め
、「
、
そ
の
他
の
検

察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。 

 
 

〔
削
る
〕 

     

 
 

第
十
条
第
一
項
中
「
を
以
て
こ
れ
に
」
を
「
を
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

 
 

 

前
条
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
上
席
検
察
官
に
つ
い
て
準

用
す
る
。 

 
 

第
十
一
条
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

〔
中
略
〕 

  
 

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
条
の
二 

検
察
官
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

第
二
十
二
条
中
「
検
事
総
長
」
を
「
検
察
官
」
に
改
め
、「
、
そ
の
他
の
検

察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
七
項
を

加
え
る
。 

 
 

 

検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
対
す
る
国
家
公
務
員
法
第
八
十

一
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
に
係
る
定
年

退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、「
を
当
該
定
年
退
職

日
」
と
あ
る
の
は
「
を
当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
同
項
た
だ
し

書
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動

期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た



  

四 

                     
 

〔
削
る
〕 

職
員
で
あ
つ
て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職

員
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
退

職
日
ま
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
引
き
続
き
勤
務

さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、

当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間

の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ

る
の
は
「
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次

長
検
事
又
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の

設
定
又
は
延
長
を
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
当

該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
内
閣
の
定
め
る
場
合
に
限
る
も
の
と

す
る
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事
院
規
則
で
」
と
あ
る

の
は
「
内
閣
が
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
本

文
の
」
と
、「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一
号
」
と
、「
人
事
院
の

承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同
項

た
だ
し
書
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員

に
あ
つ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間

の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
）
」
と
し
、
同
条

第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

 

検
事
又
は
副
検
事
に
対
す
る
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定



 

五 

                     

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の

は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、「
を
当
該
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
を

当
該
職
員
が
定
年
に
達
し
た
日
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
八
十
一
条
の

五
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ
つ
て
、
定
年

退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
退
職
日
ま
で
当
該
異
動
期

間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て

人
事
院
の
承
認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職

員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
検
察
庁
法
第

九
条
第
三
項
又
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
十
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官

の
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
又
は
延
長
を
し
た
職
員

で
あ
つ
て
、
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
当
該
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官

の
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
（
以
下
単
に
「
準
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る

場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
」
と
、
同
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
人
事

院
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
準
則
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
と
あ
る

の
は
「
前
項
本
文
の
」
と
、
「
前
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一
号
」

と
、「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に



  

六 

      
 

 

次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年

齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

〔
削
る
〕 

          
 

〔
削
る
〕 

  

よ
り
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
定
年
退
職
日
（
同
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い
る
管
理
監
督
職
に

係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
が
定
年
に
達
し
た
日
（
同
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た

日
）
」
と
し
、
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

 

法
務
大
臣
は
、
次
長
検
事
及
び
検
事
長
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
と

き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
検
事
に
任
命
す
る
も
の

と
す
る
。 

 
 

 

内
閣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た

次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
つ
い
て
、
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
の
職
務

の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
を

検
事
に
任
命
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と

認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
内
閣
が
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
定
め
、
引
き
続
き
当

該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
、
当
該
次
長
検
事
又
は
検
事
長
が
年
齢
六
十

三
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
内
閣
は
、
前
項
の
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
し
た
期
限
が

到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起



 

七 

     
 

〔
削
る
〕 

        
 

 

検
察
官
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。 

       
 

第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
を
削
る
。 

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
（
そ
の
範
囲
内
に
定
年
に
達
す
る
日
が

あ
る
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
あ
つ
て
は
、
延
長
し
た
期
限
の
翌
日
か
ら

当
該
定
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
範
囲
内
）
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 
 

 

法
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
又
は
検
事
長
の
官
及

び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
又
は
延
長
を
し
た
次
長

検
事
又
は
検
事
長
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
限
の
翌
日
に
検
事
に
任
命
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
次
長
検
事

又
は
検
事
長
を
定
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
官
及
び
職
を
占

め
た
ま
ま
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

 
 

 

第
四
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
検

事
に
任
命
す
る
に
当
た
つ
て
法
務
大
臣
が
遵
守
す
べ
き
基
準
に
関
す
る
事

項
そ
の
他
の
検
事
に
任
命
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
は
法
務
大
臣
が

定
め
る
準
則
で
、
第
五
項
及
び
第
六
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
に
お
い
て
占
め
て
い
た
官
及

び
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
期
限
の
設
定
及
び
延
長
に
関
し
必
要

な
事
項
は
内
閣
が
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。 

  
 

第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
を
削
る
。 



  

八 

 
〔
中
略
〕 

  
 

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

第
三
条 

〔
略
〕 

 

第
四
条 

法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が
年

齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
当
該
前
年
度
に
検

察
官
で
な
か
つ
た
者
そ
の
他
の
当
該
前
年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に

よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
検
察
官
と

し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
定
め
る
検
察
官
に
あ
つ
て
は
、
当
該
準

則
で
定
め
る
期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が
定
め

る
準
則
に
従
つ
て
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

二
年
法
律
第 

 
 

号
）
に
よ
る
定
年
の
引
上
げ
に
伴
う
当
分
の
間
の
措

置
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月
額
を

引
き
下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特
例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項

ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
か
ら
定

年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
を
し
た

場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額
を
当
該
検
察
官
が
当
該
退
職
を
し
た

 

〔
中
略
〕 

  
 

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

第
三
条 

〔
略
〕 

 

第
四
条 

法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が
年

齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
当
該
前
年
度
に
検

察
官
で
な
か
つ
た
者
そ
の
他
の
当
該
前
年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に

よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
検
察
官
と

し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
定
め
る
検
察
官
に
あ
つ
て
は
、
当
該
準

則
で
定
め
る
期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が
定
め

る
準
則
に
従
つ
て
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

二
年
法
律
第 

 
 

号
）
に
よ
る
定
年
の
引
上
げ
に
伴
う
当
分
の
間
の
措

置
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月
額
を

引
き
下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特
例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
五
項

ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
か
ら
定

年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
を
し
た

場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額
を
当
該
検
察
官
が
当
該
退
職
を
し
た



 

九 

日
に
定
年
に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同

額
と
す
る
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢

六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当

に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る

と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

〔
中
略
〕 

  
 

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

第
五
条 

〔
略
〕 

 

２ 

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命
さ
れ
た
者

（
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
準
則
」
と
い

う
。
）
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
任
命
の
日
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
任
命
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
任
命
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受
け
て

い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円

日
に
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
を
し

た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す
る
退
職
手
当
に
関
す

る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後

に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の

他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以

後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

〔
中
略
〕 

  
 

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

第
五
条 

〔
略
〕 

 

２ 

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任

命
さ
れ
た
者
（
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
（
次
項
に
お
い
て
単
に

「
準
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
任

命
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
任
命
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
任
命
日
の
前
日
に
そ

の
者
が
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該



  

一
〇 

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）

と
任
命
日
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
と
の
差
額

に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

３ 

〔
略
〕 

  
 

 

附 

則 

  

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

２
～
４ 

〔
略
〕 

５ 

施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長

期
限
（
同
条
第
一
項
の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に

到
来
す
る
職
員
（
検
察
官
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務

延
長
職
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限
ま
で

の
間
に
お
け
る
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て

は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

６ 

〔
略
〕 

額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十

円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る

も
の
と
す
る
。
）
と
任
命
日
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給

月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

３ 

〔
略
〕 

  
 

 

附 

則 

  

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

２
～
４ 

〔
略
〕 

５ 

施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長

期
限
（
同
条
第
一
項
の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に

到
来
す
る
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
」
と
い

う
。
）
に
係
る
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限
ま
で
の
間
に
お
け
る
同

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
新
国
家
公
務
員

法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

６ 

〔
略
〕 



 

一
一 

７ 

施
行
日
の
前
日
ま
で
に
新
検
察
庁
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
新
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し

て
い
る
検
察
官
は
、
施
行
日
に
退
官
す
る
。 

     

〔
削
る
〕 

       

８
～
11 

〔
略
〕 

12 

施
行
日
の
前
日
ま
で
に
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
て
い
る
検
事
正
又
は

上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
る
職
員
（
第
七
項
に
規
定
す
る
検
察
官
を
除
く
。
）

は
、
施
行
日
に
他
の
職
に
補
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

13 

施
行
日
の
前
日
ま
で
に
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
て
い
る
次
長
検
事
又

７ 

検
事
総
長
、
次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
各
号
」
と
あ

る
の
は
「
新
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
」
と
、「
人
事
院

の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同
項

た
だ
し
書
中
「
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
検

察
庁
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
日
」
と
す
る
。 

８ 

検
事
又
は
副
検
事
に
対
す
る
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
新
検

察
庁
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
家

公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
」
と
、「
人
事
院
の
承
認
を
得
て
」

と
あ
る
の
は
「
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同

項
た
だ
し
書
中
「
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
が
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
日
」
と
す
る
。 

９
～
12 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

  

13 

新
検
察
庁
法
第
九
条
第
二
項
（
新
検
察
庁
法
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準



  

一
二 

は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
る
職
員
（
第
七
項
に
規
定
す
る
検
察
官
を
除

く
。
）
は
、
施
行
日
に
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

   

〔
削
る
〕 

    

14 

〔
略
〕 

15 

研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
公
務

員
特
例
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
い

う
。
附
則
第
六
条
第
九
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第

二
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
八
条 

〔
略
〕 

２
～
７ 

〔
略
〕 

８ 

任
命
権
者
は
、
附
則
第
三
条
第
十
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お

い
て
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
正
若
し
く
は
上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
た

ま
ま
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
職
員
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
次
長
検
事
若

し
く
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
職
員

に
は
適
用
し
な
い
。 

14 

第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
項
又

は
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
の
う
ち
、
検
事
総
長
、
次
長
検
事

又
は
検
事
長
に
係
る
も
の
は
内
閣
が
、
検
事
又
は
副
検
事
に
係
る
も
の
は
法

務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
。 

15 

〔
略
〕 

16 

研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
公
務

員
特
例
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
い

う
。
附
則
第
六
条
第
九
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第

二
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
八
条 

〔
略
〕 

２
～
７ 
〔
略
〕 

８ 

任
命
権
者
は
、
附
則
第
三
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日



 

一
三 

で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条

の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
基
準
日
が

施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
十

四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
）
を
超
え
る
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る

新
自
衛
隊
法
定
年
が
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す

る
定
年
で
あ
る
官
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置

さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
官
職
に
、
基
準
日
か
ら
基
準
日
の
翌

年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
て
い
る
隊
員
の
う
ち
、
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
官

職
に
係
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行

日
の
前
日
に
お
け
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

年
）
に
達
し
て
い
る
隊
員
（
当
該
政
令
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
政
令
で

定
め
る
隊
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

９
・
10 

〔
略
〕 

 
ま
で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四

条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
基
準
日

が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
自
衛
隊
法
第
四

十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
）
を
超
え
る
官
職
（
基
準
日
に
お
け

る
新
自
衛
隊
法
定
年
が
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定

す
る
定
年
で
あ
る
官
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設

置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
官
職
に
、
基
準
日
か
ら
基
準
日
の

翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤

務
し
て
い
る
隊
員
の
う
ち
、
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該

官
職
に
係
る
新
自
衛
隊
法
定
年
（
基
準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施

行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

定
年
）
に
達
し
て
い
る
隊
員
（
当
該
政
令
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
政
令

で
定
め
る
隊
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

９
・
10 

〔
略
〕 

 
 

 


